
 

◆事業報告 

１．良好な景観形成に寄与する広告物の設置を推進するための調査、研究及び知識の

普及 

(1) 「屋外広告の日」キャンペーンを展開した。 

 業界恒例の行事である９月10日「屋外広告の日」、９月１日から10日までの

「屋外広告物適正化旬間」キャンペーンは、本年も全国統一ポスターによるＰＲ

を実施したほか、会員団体・地区連合会独自の企画による運動は、地域に密着し

たさまざまな形で展開され、斯業の社会性高揚に資した。 

(2) 都市景観の向上に寄与した。 

 国土交通省が推進する「10月４日/都市景観の日」「まちづくり月間」「まちづ

くりと景観を考える全国大会」「都市緑化推進運動」「緑の愛護のつどい」等の

主催者団体の一員として、各行事の実施に協力した。 

 

２．安全な広告物の設置を図るための調査、研究、技術の改善及び知識の普及 

(1) 屋外広告物点検技能講習を実施した。 

 屋外広告物点検技能講習を公益目的事業の一つである普及啓発事業として(公

社)日本サイン協会との共催により、26会場で実施し、542名が受講した。また、

受講後５年を経過した修了者に対する更新講習を27会場で実施、858名が修了した。 

(2) 中央技能検定委員会への委員就任。 

 国家試験である技能検定を実施する中央職業能力開発協会に協力して、中央技

能検定委員会に委員を推薦した。 

 

３．屋外広告に関する資料の収集及び市民を啓発するための図書、資料等の刊行 

(1) 『Signs』誌第24号・第25号を発行した。 

  (公社)日本サインデザイン協会、日本サイン学会の編集協力のもと、

『SIGNS』(1976～2012)の後継誌として平成25年３月に創刊した『Signs』誌の第

24号・第25号を発行、ビジュアルなサイン情報を盛り込んで専門的知識の普及、

広告景観の啓発に努めた。 

(2) 機関紙『日広連』を継続発行した。 

 機関紙『日広連』を引き続き発行、情報の提供、催事の周知等を進めるととも

に、広く関係各方面にも配布して斯業のＰＲに尽くした。 

(3) ホームページの維持管理、内容の充実に努めた。 

 日広連ホームページの維持管理に努め、屋外広告士試験についてもＷｅｂか

らの申込みを可能としたほか、試験の公示や試験問題の公開、合否情報の掲載



 

及び全国各自治体が実施する屋外広告物講習会や都市景観賞の情報提供を行っ

た。 

 

４．屋外広告物の設置、管理に関する業務に従事する者の試験及び証明 

(1) 屋外広告士試験を実施した。 

 屋外広告物法に基づく登録試験機関として、第33回屋外広告士試験を10月20日

に全国13会場で実施し871名が受験、うち279名が合格(合格率32.0％)し、有資格

者は累計で10,871名になった。 

 

５．関係官庁との折衝及び屋外広告行政に対する協力 

(1) 屋外広告官民連絡会議を開催した。 

 全地区で官民連絡会議を開催、地区行政機関との活発な意見交換を行い、官側

との円滑な意思疎通に寄与した。 

(2) 屋外広告物条例ガイドラインの普及に努めた。 

 屋外広告物条例ガイドラインの普及啓発に努め、官民連絡会議等において「条

例上での点検方法の充実」を共通議題化し、有資格者による点検を地方自治体の

屋外広告物条例に取り入れるよう要望した。 

(3) 屋外広告行政の推進に協力した。 

 全国の屋外広告物条例の改正状況や地方自治体が実施する屋外広告物講習会の

開催情報をホームページ及び機関紙等を通じて情報提供するなど、屋外広告行政

に関する情報の普及伝達に努めた。 

 

６．屋外広告物に関する保険の開発、斡旋、紹介 

(1) 屋外広告物総合保険制度の普及に努めた。 

 看板の設置・取替・撤去・点検における事故の損害賠償を補償する「第１賠責

保険」、看板本体の損害を補償する「動産保険」、各種ハラスメント、サイバー

リスク、ドローンに対応した保険、本会が加入する中小企業団体中央会が行う超

ビジネス保険の加入を促進した。 

  



 

(2) 点検保険の新規加入を促進した。 

 各地の屋外広告物条例改正に併せ、全国で点検保険を中心とした説明会を行

い、屋外広告物総合保険制度シルバー・ゴールド・プラチナに付帯する「点検保

険」の普及に努めた。 

 

７．会員の組織、事業等に関する指導 

(1) 会員増強モデル組合事業を実施した。 

 前年に引き続き会員増強モデル組合事業を実施、令和６年度は北海道、東京２

団体が取り組みを行っている。また、令和７年度モデル組合には石川、大分２団

体を指定した。令和５年度モデル組合事業が完了した愛知、岡山の２団体には、

会員増強に要した費用のうち最大30万円までを助成した。また、このほか、独自

に会員増強を実現した北海道連など５団体を全国大会で表彰、賞状を授与した。 

(2) 業界実態調査を実施した。 

 諸事業推進の基礎資料となる所属員実態調査について、昨年に引き続き12月末

日を調査時点として１月に調査を実施すると共に、実態調査の主要項目について

直近10年間の調査結果を取り纏め、調査票に同封して配布した。 

(3) 会員団体実態調査を実施した。 

 会員団体実態調査を本年も引き続き実施し、会員団体の運営の実態把握に努め

た。 

(4) 「日本の広告費」実態調査に協力した。 

 ㈱電通調査｢日本の広告費｣の基礎資料となる｢屋外広告売上高調査｣に、本年も

引き続き協力し、集計結果については『日広連』紙等で紹介した。 

 

８．正会員である団体に所属している者(以下｢所属員｣という。)の事業経営に資する

指導、啓発及び情報の提供 

(1) 『オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック』を配布した。 

  屋外広告物適正化推進委員会で作成した『看板の安全管理ガイドブック』の冊

子を引き続き配布すると共に、点検技能講習においても活用し、屋外広告物によ

る危害防止に努めた。 

(2) 例示された「屋外広告物設置工事」の周知をはかった。 

 平成26年12月に改正適用された「建設業許可事務ガイドライン」により、『と

び・土工・コンクリート工事』欄に「屋外広告物設置工事」が例示され、建設業

許可取得の窓口が広がったことを受け、その周知をはかると共に、国土交通省と

の定期的な意見交換を行った。  



 

９．会員及び所属員の事業交流の斡旋並びに業に関する資材機器用品の斡旋 

(1) 共同購入事業を継続実施した。 

 全国組織のスケールメリットを生かし、キャラコ、用紙類、ストロングクロ

ス、ヘルメット等の共同購入を実施した。 

(2) 所属員の事業交流や資材機器のあっ旋を実施した。 

 所属員が遠隔地において行う屋外広告工事等について、依頼に基づき請負事業

所の斡旋紹介を行い、所属員間の事業交流に協力した。また普段の業務を通じて

資材機器の斡旋、展示会情報や製造元の紹介等を実施した。 

 

10．会員及び所属員の福利厚生に関する事業 

(1) 生活総合保険の安定化をはかり無記名傷害保険制度の販売を促進した。 

 病気やケガによる休業中の所得を補償する所得補償保険、生命保険を含む事業

所生命共済、医療・がん保険の３種からなる生活総合保険の制度運営維持と共

に、従業員の確保に資する福利厚生サービスの提供を開始した。 

(2) 日広連弔慰金制度を推進した。 

月額150円の割安な掛金で死亡時に限り加入者へ10万円を贈る日広連弔慰金制

度への加入を進め、所属員の経営安定に資した。 

 

11．その他本会の目的を達成するために必要な事業 

(1) 業界功労者の顕彰を行った。 

本年も業界功労者の顕彰を行い、６月６日にあわぎんホールで開催した第66回

全国大会において、長谷川利彦（福島）、杉山英治（埼玉）、井関俊治（福井）、

高野衞侑（島根）、吉田早百合（静岡事務局）の各氏に日広連賞、本年度組織功

労賞授賞者44名の方々に賞状・記念品を授与した。また本会の推薦によりら坂本

眞人(栃木)、阿久津和次(茨城)、吉田秀明(愛媛)３氏が旭日双光章、児玉雅人(京

都)、田中伸和(福岡)各氏が国土交通大臣表彰の栄誉に輝いた。 

(2) 事業関連団体の活動を支援した 

本会の事業関連団体であるサインクリエーター協会、全国屋外広告士会連合会、

全国広告美術技能士会連合会、日本屋外広告業青年部連合会に対し、総会開催を

補助するなど、活動を支援した。 

  



 

(3) 関係団体との協調をすすめた。 

 恒例の「屋外広告の日」キャンペーンをはじめ、春秋の都市緑化運動、広告 

界合同年賀会の共催、全国中小企業団体中央会・日本広告審査機構・公共広告機

構への参加協力等を通じて、関係団体との協調をすすめた。 

 また(公社)日本サイン協会、(一社)日本ディスプレイ業団体連合会、(公社)日

本サインデザイン協会の会長等による連絡会議は12月17日に頤和園・京橋エドグ

ラン店で開催した。 


